
重要事項説明書

１．事業所の概要

事業所名

所在地 　　広島県三原市中之町二丁目８番１５号

介護保険指定番号 　　福祉用具貸与　３４７０９００２０４

管理者・連絡先

サービス提供地域 　　広島県全域

２．事業所の職員体制

職　　　　種 専門相談員の有無 人　　　　　　　　　員

管   理   者 有 １名 （常勤　　１名　・　非常勤　　　名）

営　　　　業 有 ２名 （常勤　　２名　・　非常勤　　　名）

ア フ タ ー 有 ２名 （常勤　　１名　・　非常勤　　　名）

事　　　  務 有 １名 （常勤　　２名　・　非常勤　　　名）

一級建築士　１名 ヘルパー　２級 １名 住宅環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ２級　　 　２名

３．職員の職種、員数及び職務内容

事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

・ 管理者１名（常勤）専門相談員と兼務

管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元化に行うとともに、自らも

・ 専門相談員講習会修了者３名（常勤２名。管理者兼務１名）

福祉用具の選定の援助・機能等の点検・使用方法の指導等・福祉用具の運搬・回収・

修理・保管に当たる。

４．取り扱う種目

事業所で取り扱う福祉用具の種目は、次のとおりとする。

　　 ５．利用料その他の費用の額

　　　　　　　別紙料金表の通りとする。利用料金等は、目録に記載し事業所に備え付けるものとする。

　　　　　　　次に示すとおりとする。利用料金等は、目録に記載し事業所に備え付けるものとする。

　　　　　　　　・契約日がその月の１５日以前：１ヶ月分の全額

　　　　　　　　・契約日がその月の１６日以後：１ヶ月分の１／２の額

　　三原福祉サービス株式会社福祉用具貸与事業所(介護予防福祉用具貸与)

　 吉田　健司 ・電話  0848-63-5083

福祉用具貸与[介護予防福祉用具貸与]の提供に当たるものとする。

（1）車いす （2）車いす付属品（3）特殊寝台

（5）床ずれ防止用具 （6）体位変換機 （7）手すり

（9）歩行器 （10）歩行補助杖 （11）認知症老人徘徊感知機器

（12）移動用リフト（つり具の部分を除く）（13）自動排泄処理装置

　　　　　一　福祉用具貸与[介護予防福祉用具貸与]を提供した場合の品目ごとの利用料金の額は、

　　　　　二　福祉用具貸与[介護予防福祉用具貸与]の利用料は１カ月単位とするが、開始月と終了月は

　　　　　　(1) 開始月の利用料金



　　　　　　　　・解約日がその月の１６日以後：１ヶ月分の全額

　　　　　三　前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に「福祉用具

　　　　　　　貸与に係る料金表」で説明した上で、契約書に署名（記名捺印）を受けることとする。

     ６．事故発生時の対応

          一　事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市

　　　　　　  町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う

　　　　　　  ものとする。

　　　  　二　事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするものとす

　　　　　　  る。

　　 ７．虐待防止に関する事項

          一　事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその発生を防止するため次の措置を講

　　　　　　  ずるものとする。

　　　　　　　　 ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者

　　　　　二　事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

　　　　　　　現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

　　 ８．その他運営に関する重要事項

          一　事業所は、専門相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものと

　　　　　  　し、また業務体制を整備する。

　　　　  二　従業者は業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する。

　　　　  三　従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従

　　　　　　  業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約

　　　　　　  の内容とする。

　　　　  四　福祉用具の消毒は業者に委託するものとする。『きぼう作業所』

　　　　  五　この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は三原福祉サービス株式会社の社

　　　　　　  員及び関係職員との協議に基づいて定めるものとする。

９．営業日　・　営業時間

   　  　　　　《第２土曜日、第４土曜日、毎週日曜日、祝祭日、

　　　　　　(2) 終了月の利用料金

　　　　　　(3) 開始月と終了月が同じ月内に行われた場合は、１ヶ月分の全額の利用料金

　　　　　　(1)　虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

　　　　　　(2)　虐待防止のため指針の整備

            (3)  虐待を防止するための定期的な研修の実施

　　　　　　(4)  前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の配置

           (1)　採用時研修採用後１ヶ月以内

           (2)　継続研修年２回

           (3)　その他の研修

　　営業時間　：　午前8時30分～午後5時30分

　　　　　　　　　夏季休暇（8/13～8/15）、年末年始休暇（12/31～1/3）を除く》



１０．利用者負担金

　　レンタル料金　　　別紙『福祉用具貸与サービス利用契約書』の通り

１１．福祉用具を居宅へ搬入・搬出する時間帯

平日・土 △ ○ △

日・祝日 △ △ △

※　搬入・搬出には料金はかかりません。

※　お客様の希望の日付及び時間が指定できます。

　　上記「△」の時間帯につきましては、お問い合わせください。

１２．本人若しくは代理人の求めがあれば、サービス提供記録を開示することが出来ます。

１３．事業の目的及び運営の方針

　　別紙「福祉用具レンタルサービス契約約款」の通り

１４．福祉用具貸与の提供方法

　　平成３０年介護保険法改正に伴い、福祉用具の複数提案等をカタログなどにより、

　　説明をし、ご本人ご家族のご了解をいただき決定します。

１５．福祉用具貸与と購入の選択

下記の特定福祉用具について、利用者は、貸与と購入のいずれかを選択できる。

（１）　固定用スロープ（可搬型は除く）

（２）　歩行器（歩行車は除く）

（３）　単点杖（松葉杖は除く）

（４）　多点杖

１６．相談窓口　・　苦情相談

レンタルに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。

担 当 係 　　三原福祉サービス（株）レンタル係

対応時間

電　　話 　（０８４８）６３－５０８３

緊急連絡先 　  ０８０－３１５５－１４４４（吉田　健司　携帯）

当事業所以外に市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険連合会に苦情を伝えることができます。

広島県三原市 三原市役所 保健福祉部 高齢者福祉課 介護保険係 （０８４８）６７－６２４０

広島県尾道市 尾道市役所 保健福祉部 高齢者福祉課 介護保険係 （０８４８）３８－９４４０

広島県福山市 福山市役所 保健福祉局 介護保険課 （０８４）９２８－１１６６

豊田郡大崎上島町 木江支所 健康福祉課 介護保険係 （０８４６）６２－０３０１

広島県世羅郡世羅町世羅町役場 福祉課 高齢者地域包括支援係 （０８４７）２５－００７２

各保健所に窓口があります

早　朝

６：００～８：３０

通常時間帯

８：３０～１７：３０

夜　間

１７：３０～２２：００

　　午前8時30分～午後5時30分

FAX（０８４８）６３－５０９２



介護福祉課 第二係 （０８２）５５４－０７８３
広島県国民健康
保険団体連合会




